
 

 

 

 

 

第 三 期 

 

南部町行政改革大綱 
 

 

 

 

 

 

 

                           

南 部 町 

平成２６年４月 

 



目 次 

 

Ⅰ 行政改革の必要性                          

 １．これまでの行政改革の取り組み               … １ 

 ２．行政改革大綱の位置づけ                  … １ 

 ３．新しい行政改革の観点                   … ２ 

 ４．東日本大震災を受けて                   … ２ 

Ⅱ 基本方針                              

 １．第三期行政改革大綱の目標                 … ３ 

 ２．目標達成のための基本方針                 … ３ 

 ３．行政改革の推進期間                    … ３ 

Ⅲ 行政改革の重点項目                         

 １．効率的・効果的な財政運営と政策づくり           … ４ 

  （１）経営的視点による事業運営 

  （２）事務事業の見直し 

  （３）公共施設の効率的・効果的活用の促進 

  （４）歳入の確保と増加策 

 ２．資源・人材等の地域力を活かしたまちづくり         … ５ 

  （１）情報の集約と情報公開の推進 

  （２）協働によるまちづくりの推進 

 ３．住民との連携による災害に強いまちづくり          … ７ 

  （１）組織の危機管理体制の強化 

  （２）地域の防災力の向上 

 ４．効果的な行政運営に向けた職員の意識改革と能力向上     … ７ 

  （１）組織・機構の見直し 

  （２）職員の能力向上及び組織全体の能力向上 

  （３）人事評価制度の再検討及び実施 

Ⅳ 行政改革の推進体制（第三期）                … ９ 

 

≪資料編≫                               

１ 人口の推移                         …１０ 

 （１）人口推移グラフ 

 （２）６５歳以上人口の推移 

 （３）出生数の推移 

 （４）将来の人口推計 

２ 財政状況の推移                       …１２ 

 （１）平成２４年度決算に係る健全化判断比率・資金不足比率 

 （２）９ヵ年度決算推移 



- 1 - 
 

 

Ⅰ 行政改革の必要性 

 

１．これまでの行政改革の取り組み 

本町では、平成１８年に第一期南部町行政改革大綱を策定し、財政力・職

員力・住民力の向上を「行政改革への３つの視点」として、指定管理者制度

の導入などの業務のアウトソーシングによる業務の見直し、職員定数の削減

などによる人件費の抑制、職員人事評価、地域振興区制度の導入などを実施

し、財政の健全化と良質な行政サービスの提供を目標とした行政改革の取り

組みを進め、また、平成２２年に策定した第二期行政改革大綱では、第一期

において推進してきた財政圧縮、人員削減、民間委託などの改革に加え、行

政運営の仕組みの構造的な改革を一層推進することで、総合計画及び町長マ

ニュフェストに掲げられた政策をより効果のあるものとし、南部町を持続的

に発展させ、安心して暮らせるまちづくりを目指して取り組みを進めてきま

した。 

  この結果、財政面において健全化を示す健全化判断比率（※１）及び資金

不足比率（※２）について、平成２３年度及び平成２４年度ともに健全基準

であり、厳しい財政状況にありながら、健全な財政運営を実施することがで

きました。また、平成１９年度から進めています「地域振興協議会を核とし

た住民参加のまちづくり」も着実にその成果を上げています。 

  しかしながら、本町を取り巻く様々な環境の変化に適切に対応していくた

めには、今後も引き続き積極的な行政改革の推進を図る必要があります。 

 

※１ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に規定する地方公共団体の財政状況を示す比率

である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担率の総称 各比率が一

定値を超えると早期健全化団体又は財政再建団体に指定される。 

※２ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に規定する地方公営企業の財政状況を示す比率 

各公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率であり、これが生じた場合には資金不足の早

期解消を図る必要があり、20%を超えると経営健全化団体に指定される。 

 

 

２．行政改革大綱の位置づけ 

  本大綱を行政改革を進めるための基本指針として位置付け、大綱及び実施

計画に従い施策・制度・業務運営などについての改革を実施することで、「総

合計画」及び「町長マニュフェスト」に掲げられた町政の基本理念や政策目

標を最も効率的かつ効果的に達成することを目指します。また併せて、これ

まで行政に不足していた部分・新たに生じる課題に対して機敏に対応できる

組織づくりを目指します。 
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３．新しい行政改革の観点 

本格的な少子高齢化・人口減少社会の到来、高度情報化等による社会情勢の

著しい変化に加え、地方分権改革の推進に係る道州制導入の動き、税収の落ち

込みによる厳しい財政状況等、地方自治体を取り巻く環境は大きく変貌を遂げ

ています。 

これら環境の変化に伴って、現在の地方自治体が抱える行政課題は、これま

で主体的には関与していなかった産業政策分野、労働政策分野、エネルギー政

策分野等にまで及んで来ており、また、近年では新たに局地的ゲリラ豪雨に関

する対策、鳥インフルエンザ、口蹄疫に関する対策等が必要になるなど、より

広範・高度化して来ました。 

更に、地方分権改革による基礎自治体への権限移譲、義務付け・枠付けの見

直し、条例制定権の拡大等によって自主性・自立性が高まり、より高度な政策

立案能力が求められています。何より、道州制導入の動きは、地方自治体への

影響を考え、変革に対応できる組織力を培っておく必要があります。 

このような状況の中、旧態依然の組織体制、職務に対する取り組み意識では

将来にわたって希望の持てる町づくりを進めていくことが出来ません。今後も

南部町を持続的に発展させるためには、住民との一層の連携・協働の視点の下、

新たな課題に積極的にチャレンジする組織づくり・機敏に対処できる組織づく

りが必要です。また、行政運営の仕組みや職員の意識改革に積極的に取り組み、

実態に応じた行政運営スタイルへの転換が必要です。 

 

４．東日本大震災を受けて 

  平成２３年３月１１日、宮城県沖を震源とする国内観測史上最大となる巨

大地震が発生しました。 

  この地震の大津波による被害に加え、各地で地盤沈下や液状化現象等の被

害が発生しました。また、福島県内の原子力発電所の被災により、大量の放

射性物質の放出を伴う重大な事故も発生し、自然環境や健康問題に対して国

内に不安が広がり、本町でも防災への関心が高まっています。特に、本町は

島根原子力発電所から約３７㎞（法勝寺庁舎）の位置にあり、原子力発電所

の事故等が発生した場合には、少なからぬ影響があると考えられます。 

  また、近い将来に発生が懸念されている東南海地震についても、発生した

場合同様に、本町への影響も考えられることから、今後は新しい取り組み、

備えが必要になって来ます。 

  本大綱では、事務事業の改革等これまで継続的に進められてきた項目に、

『住民との連携による災害に強いまちづくり』を新たに加えた上で、災害時

における組織力・住民力を高めるための行政改革を進める必要があると考え

ます。 



- 3 - 
 

 

Ⅱ 基本方針 

 

１．第三期行政改革大綱の目標 

第三期行政改革大綱では、第二期の成果と反省の上に立ち、より質の高い行

政サービスの提供を目指します。 

また、単に庁内の改革にとどまらず、住民参画をより一層進めるとともに自

立した行政経営の実現に向け、積極的に改革に取り組んでいきます。 

さらに、東日本大震災後、高まる防災意識を踏まえ、災害に強いまちづくり

を実現し、南部町を持続的に発展させ、安全で安心して暮らせるまちづくりを

進めることを目標とします。 

    

 

 

 

 

 

２．目標達成のための基本方針 

次の４つの基本方針に沿って取り組みます。 

基
本
方
針 

(1) 効率的・効果的な財政運営と政策づくり 

(2) 資源・人材等の地域力を活かしたまちづくり 

(3) 住民との連携による災害に強いまちづくり 

(4) 効果的な行政運営に向けた職員の意識改革と能力向上 

 

 

 

３．行政改革の推進期間 

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 目 標 ＞ 

持続的に発展し、安全で安心して暮らせるまちづくり 
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Ⅲ 行政改革の重点項目 

 

 本大綱では、目標達成の基本方針に沿って、次の点に取組んでいきます。 

 

１．効率的・効果的な財政運営と政策づくり 

  南部町の財政は、これまでの行政改革の取り組みの結果、現在のところ健

全に運営されているものの、平成２７年度からの段階的な交付税の削減、地

方経済の疲弊、少子高齢化、人口減少等に伴った税収等の減少により、依然

厳しい状況が続くものと考えられます。 

  現在、行政機関は、その運営も経営的視点を取り入れた合理性や利便性が

求められるようになってきていることから、限られた財源の中で、行政を効

率的・効果的に運営するために、行政マネジメント改革を図ります。 

 

（具体的な方策） 

(1) 経営的視点による事業運営 

各事業について、これまでの事務事業評価に加え、「施策」の観点から

の評価を加えることで、効率的・効果的な事業運営が可能な体制を整備

します。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 少子高齢化・人口減少社会に対する積極的な対策 

・ 行政マネジメントシステムの構築 

・ 中長期的な財政見通しに立った、抜本的な歳出削減、歳入に見合

った財政構造への転換 

・ 人口減少社会に備えた企業会計の健全な運営 

・ 手数料等税外収入の見直し 

  

(2) 事務事業の見直し 

行政が実施するか民間が実施するかの検証を行い、評価の低い事業に

ついては廃止又は見直しを行うとともに、民間による運営が望ましい事

業は積極的に民間を活用し、限られた財源と人員を有効に活用すること

とします。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 事業評価による事業の統廃合と積極的な民間活用の検討 
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(3) 公共施設の効率的・効果的活用の促進 

公共施設の運営に民間のノウハウを活用することで、より効率的な運

営促進を目指すとともに、改めて施設の改廃の検討を進め、より効率的・

効果的に施策の目的達成に努めます。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 指定管理制度の活用、施設の改廃等の検討 

・ 受益者負担の原則による施設使用料の見直し 

  

(4) 歳入の確保と増加策 

恵まれた自然環境、地域の知恵を活用し、住民全体の所得向上を目指

した施策を実施するとともに、定住政策の強化により町の収入の増加を

図ります。あわせて、町税や保険料などの収入について、徴収と滞納整

理を徹底して実施し、収入の確保に努めます。また、定住につながる安

全で安心して暮らせる町づくりのためのインフラ整備を進めるため、

国・県の補助金や合併特例債の活用し、健全な財政運営に取り組みます。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 地域特性を活かした住民の所得向上のための施策の実施 

・ 滞納対策の推進 

・ インフラ整備に対する財源確保の取り組み（国、県等補助金、合

併特例債の活用） 

  

 

 

２．資源・人材等の地域力を活かしたまちづくり 

  南部町が持続的に発展していくためには、住民とより良い関係を築き、互

いにパートナーシップを取りながら、連携して事業を進めていくことが何よ

り重要です。 

  行政が持っている情報を住民に積極的に公開し、行政に対する理解を深め

ながらサービスを提供し、行政運営に住民の意見を反映した協働・連携のま

ちづくり、住民・各種団体等の知恵と能力を結集した町づくりを進めます。 
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（具体的な方策） 

(1) 情報の集約と情報公開の推進 

条例や計画した政策に対する意見や情報を広く募集し、寄せられた意

見を考慮して政策の決定を行うことを基本とする体制を確立します。 

また、あらゆる情報伝達手段を活用し、情報発信の強化に努めるとと

もに、行政の透明性を図るため、情報公開の推進を図ります。町の財政

状況については、特に積極的に住民に公開することで、住民の理解を得

ながら、どのサービスをどの程度提供するのかなどを共に考えていくこ

とを目指します。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ パブリックコメントの推進 

・ 広報誌、ホームページ、なんぶ SANチャンネル、報道機関等を

活用した情報発信能力の向上 

・ 情報公開の推進 

・ 町の財政状況の公開と共有 

  

(2) 協働によるまちづくりの推進 

地域力・住民力を活かし、ともにまちづくりを進めることがより一層

大切になってきます。そのためには行政の役割を認識した上で、職員の

能力向上を図り、常に住民との連携を意識しながら業務を進め、的確に

住民・各種団体等と連携が図れるよう取り組むことが必要です。 

引き続き地域振興協議会を核とした住民参画を進め、町の持続的な発

展に向け、定住人口の増加、団体等の育成、住民力の育成、インフラ整

備などの地域の特性を活かした施策を住民と一緒に取り組む体制づくり

の推進に努めます。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 地域振興協議会との一層の連携、法人化支援 

・ 定住施策の強化 

・ 各種委員、団体の育成と連携強化、見直しの検討 

・ 住民の力が発揮される活躍の場の提供 

・ 地域特性を活かした施策の推進 
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３．住民との連携による災害に強いまちづくり 

  国内では「東日本大震災」をはじめ、各地で自然災害が多発しています。

本町においても平成１２年には鳥取西部地震を経験し、また、平成２３年に

は大型台風により町内全域に避難勧告を発令するなど、自然災害による被害

が発生しています。また、東南海地震、島根原発事故など発生した場合に本

町に影響を及ぼすおそれが考えられる災害についても事前の準備が必要です。 

今後の有事に備え、組織の危機管理能力向上、地域の防災力向上を図り、住

民と連携して災害に強いまちづくりが急務であると考えます。 

 

（具体的な方策） 

(1) 組織の危機管理体制の強化 

住民の生命と財産を守ることは、行政の最も基本的な使命であると言

えます。台風や豪雨などによる災害への対策を始め、直面する様々な危

機に対して適切かつ迅速に対応できる組織づくりを進めます。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 危機管理意識・能力の向上 

・ 防災監の設置による組織力強化 

・ 通信機器・備蓄品等の整備 

  

(2) 地域の防災力の向上 

災害が発生した場合、現場での適切な初期活動が被害の軽減につなが

ります。そのためには、様々な主体による「自助」「共助」の取り組みを

進める必要があります。住民等の自発的な活動につながるよう、啓発・

支援強化に努めます。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 地域防災に係る住民意識の向上 

・ 自主防災組織充実・強化 

  

 

４．効果的な行政運営に向けた職員の意識改革と能力向上 

  地域分権時代において地方自治体に期待される「明確なビジョンに基づく」

「成果指向の」「効率的な」行政運営スタイルを構築するためには、柔軟な行

政組織の構築と職員の意識改革、能力向上が必要です。さらに職員の一人ひ

とりのモチベーションを高めることで、「やる気が出る」「知恵が出る」「成果

が出る」という良い循環を作り、現状より一歩上に挑戦していく、挑戦意識

の向上が必要です。住民にわかりやすくスリムな組織づくり、職員一人ひと
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りが職務に対する意識改革を行い、かつ、能力向上を図るための取り組みを

より積極的に実施します。 

 

（具体的な方策） 

(1) 組織・機構の見直し 

新たに生じる行政課題や、多様化・高度化する住民ニーズに的確に応

えられるよう、簡素で機動的な組織機構への再編を図るとともに、引き

続き職員定数の適正化に努めながら、どの職員であっても業務に対して

住民の満足に応えることが出来るよう一定水準の対応ができるよう業務

の共有化の充実に努めます。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 課・室の再編 

・ 業務の共有化 

・ 職員向け出前講座の実施 

・ 職場環境改革の推進 

  

(2) 職員の能力向上及び組織全体の能力向上 

職員が業務を、効率的、効果的に実施するために、その業務に関す

る知識、能力の向上を図るための基礎研修や各役職、年齢層に応じた

研修の受講、職員自らが職務に関する知識等を習得するための各種講

座の提供、支援を行い、職員個々の能力の向上を図ります。 

また、各職務の級に応じた能力習得目標を明確にし、目標に到達す

るような人材育成を実施することで、組織全体の能力の向上を目指し

ます。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 職員研修の充実強化 

・ 南部町人材育成基本方針の見直し 

  

(3) 人事評価制度の再検討及び実施 

業務の成果とその姿勢が適正に評価され、それに見合う適切な処遇な

どを検討し、職員の意欲やチャレンジ精神を引き出す公平公正で透明性

と納得性のある人事評価制度となるよう再検討します。 

 

≪取り組み項目≫ 

・ 人事評価制度の検証と見直し 
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＜ 行 政 ＞ 

南
部
町
行
財
政
運
営
審
議
会 

諮問 

④ 

総
務
課
総
務
行
政
改
革
室 

状況

の 

確認 

答申 

②行財政改革推進本部 

    本部長 町長 

推進員 各課長 

※管理職会を推進本部とする。 

状況報告、意見進言 

①実施部会 

 

 

 

 

※部会委員は、 

室長以下の職員 

実施指示 現状の確認 

意見の吸い上げ 

③各課・各種委員会 

住
民
力
部
会 

職
員
力
部
会 

財
政
力
部
会 

Ⅳ 行政改革の推進体制（第三期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①実施部会       大綱に沿った実施計画を策定 

 ②行財政改革推進本部  計画を決定し、各課職（全職員）に実施を指示 

 ③各課（全職員）    指示に従い、実施計画を推進 

 ④総務課（総務行革室） 推進状況を定期的にチェック⇒実施部会で再検討 

 

  ①～④をＰＤＣＡサイクルとして実施し、行政改革を推進する。 

 

 

＜第二期における体制からの変更点＞ 

・ 実施部会を「住民力部会」「職員力部会」の２部会から、「財政力部会」を追加

（復活）し、３部会で検討することとします。 
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１　人口の推移

（単位：人）

　(1)人口推移グラフ

  (2)65歳以上人口の推移

3,470 3,614

11,633

3,338 3,355 3,393

第三期南部町行政改革大綱　資料編

28.90% 29.44% 29.62% 31.33%

3,4653,452

6,181 6,1086,148

11,537

3,316

6,400 6,459 6,428 6,387 6,308 6,227

平成24年度
（H25.3.31)

5,779 5,813 5,762 5,725 5,637 5,559 5,429

11,786 11,699

65歳以上比率

65歳以上人口

27.23% 27.20% 27.52% 28.01%

男性 5,518 5,485

合計 12,179 12,272 12,190 12,112

女性

11,945

3,521

30.27%

平成16年度
（H17.3.31)

平成17年度
（H18.3.31)

平成18年度
（H19.3.31)

平成19年度
（H20.3.31)

平成23年度
（H24.3.31)

平成20年度
（H21.3.31)

平成21年度
（H22.3.31)

平成22年度
（H23.3.31)

5,779 5,813 5,762 5,725
5,637

5,559 5,518 5,485
5,429

6,400
6,459 6,428 6,387

6,308
6,227 6,181 6,148 6,108

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

平成16年度

（H17.3.31)

平成17年度

（H18.3.31)

平成18年度

（H19.3.31)

平成19年度

（H20.3.31)

平成20年度

（H21.3.31)

平成21年度

（H22.3.31)

平成22年度

（H23.3.31)

平成23年度

（H24.3.31)

平成24年度

（H25.3.31)

男性

女性

12,179 12,272 12,190 12,112 11,945 11,786 11,699 11,633
11,537

3,316 3,338 3,355
3,393 3,452 3,470 3,465 3,521 3,61427.23% 27.20%

27.52%
28.01%

28.90%

29.44% 29.62%

30.27%

31.33%

25.00%

26.00%

27.00%

28.00%

29.00%

30.00%

31.00%

32.00%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成16年度

（H17.3.31)

平成17年度

（H18.3.31)

平成18年度

（H19.3.31)

平成19年度

（H20.3.31)

平成20年度

（H21.3.31)

平成21年度

（H22.3.31)

平成22年度

（H23.3.31)

平成23年度

（H24.3.31)

平成24年度

（H25.3.31)
合計

65歳以上人口

65歳以上比率
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　(3)出生数の推移

　(4) 将来の人口推計（国立社会保障・人口問題研究所　試算）

（※コーホート要因法による試算）

　 

平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

年度

5,106 5,821

4,803 5,510

3,863 4,513

4,488 5,177

4,176 4,847

出生数

90

68

90

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

67

60

68

64

65

平成27年度

平成32年度

平成37年度

平成42年度

平成47年度

10,927

10,313

9,665

9,023

8,376

年度
総計 男 女

人口推計（人）

平成22年度 11,536 5,407 6,129

平成52年度 7,739 3,572 4,167

90 90

65 64
68

60
67 68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

出生数

出生数

11,536
10,927

10,313
9,665

9,023
8,376

7,739

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000
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２　財政状況の推移

(1)平成２４年度決算に係る健全化判断比率・資金不足比率（県内市町村）

　＜参考＞　健全化判断比率に係る早期健全化基準等（南部町基準）

※１　財政規模に応じて11.25％から15％までの幅が設定されている。　南部町の基準は15％
※２　財政規模に応じて16.25％から20％までの幅が設定されている。　南部町の基準は20％

将来負担比率 350% －

資金不足比率 （経営健全化基準）20％

連結実質赤字比率 20%（※２） 30%

実質公債費比率 25% 35%

―

早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 15%（※１） 20%

江府町 ― ― 17.0% 66.8% ―

―

日野町 ― ― 21.1% 50.7% ― ―

日南町 ― ― 12.0% ― ―

―

伯耆町 ― ― 13.2% 38.4% ― ―

大山町 ― ― 16.3% 39.5% ―

2.0%

日吉津村 ― ― 9.3% 13.6% ― ―

北栄町 ― ― 18.2% 132.9% 下水道事業特別会計

―

琴浦町 ― ― 14.3% 155.0% ― ―

湯梨浜町 ― ― 16.5% 71.8% ―

―

三朝町 ― ― 13.1% 7.7% 国民宿舎事業会計 14.7%

八頭町 ― ― 10.9% 67.6% ―

―

智頭町 ― ― 11.6% 81.8% 智頭町病院事業会計 1.8%

若桜町 ― ― 10.6% 2.6% ―

3.4%

岩美町 ― ― 14.1% 64.9% ― ―

市場事業費特別会計


83.3%

倉吉市 ― ― 16.0% 130.5% ―

― ― 13.8%

―

米子市 ― 1.69% 19.8% 161.7%
流通業務団地整備

事業特別会計

資金不足比率

会計名 比率

―

鳥取市 ― ― 15.0% 101.4%

南部町

― ―

41.7% ―

実質公債費
負担比率

将来負担比率
　　　　　　　区　分
市町村名

実質赤字比率 連結実質赤字比率

90.3%
土地区画整理費特別会計 1.7%

境港市 ― ― 16.7%
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